
 

 
２． ヒアリング調査結果の概要 
在宅医療廃棄物の排出、処理の現状、問題点等を把握するために、表 5 に示
す市町村、患者団体、薬剤師会等の関係団体、医療機関、メーカー等に対して、
ヒアリング調査を実施した。 
ヒアリング調査結果の概要を以下に示す（調査結果の詳細は、資料編の第 2
項（P59～88）を参照）。 

 
表 5 ヒアリング調査対象 

ヒアリング調査対象 

市町村 

市町村 6ヶ所 
・ 市町村 A～C（在宅医療廃棄物を全て受け入れているところ）
・ 市町村 D、E（在宅医療廃棄物を受け入れていないところ） 
・ 市町村 F（針刺し事故に関するヒアリング） 

患者団体 （社）全国腎臓病協議会 
（社）日本糖尿病協会 

医療機関 大学病院 2ヶ所 
民間の総合病院 2ヶ所 

薬剤師会 都道府県薬剤師会 4ヶ所 
郡市区薬剤師会 2ヶ所 

薬局 薬局 3ヶ所 

訪問看護ステ
ーション 

看護協会立 2ヶ所 
医療機関立 3ヶ所 
民間立 3ヶ所 

メーカー 在宅医療関連製品メーカー10社 

その他 ① 医療用医薬品製造業公正取引協議会 
② 医療用具業公正取引協議会 
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（１）市町村 
１） 在宅医療廃棄物の受け入れに関するヒアリング調査結果（市町村 A～E） 

在宅医療廃棄物を受け入れている市町村（A～C）、受け入れていない市
町村（D、E）へのヒアリング調査結果を以下に示す。 
調査対象 

 

調査項目 
在宅医療廃棄物を全て受け入れている 

市町村（A～C） 
在宅医療廃棄物を受け入れていない 

市町村（D、E） 
① 在宅医療
廃棄物の受
け入れに関
する基本的
な考え方 

・ 在宅医療廃棄物の受け入れについては、市
町村 A～Cの 3ヶ所がともに、一般廃棄物処
理責任の観点から在宅医療廃棄物は市町村
で受け入れるか、受け入れることができない
場合は、その受け皿を設ける等、市町村が何
らかの対応を取るべきであると回答してい
る。 

・ 在宅医療廃棄物の受け入れについて、
ヒアリングを行った市町村 D、Eともに、
感染性のない安全な廃棄物は受け入れる
が、感染性のおそれのある廃棄物（また
は感染性がないことを保証できないよう
な廃棄物）を受け入れることはできない
と回答している。 
・ 市町村で受け入れることができない廃
棄物は、1ヶ所の市町村が一般廃棄物処
理責任の観点から別の受け皿を用意する
等の対応を取っているが、もう 1ヶ所の
市町村は受け皿については特に検討して
いないと回答している。 

② 受け入れ
を始めた（ま
たは受け入れ
を行わないよ
うになった）
経緯、動機 

・ 受け入れを始めた動機は、市町村 A～Cの
うち、1ヶ所が平成 10年の厚生省からの通
知であると回答しており、2ヶ所が一般廃棄
物処理責任の観点から自主的に在宅医療廃
棄物の回収を始めたと回答している。 

・ 注射針の受け入れについては、市町村
D、E のうち 1ヶ所が規則で受け入れな
いことを明記しており、平成 6年の条例、
規則の制定時から受け入れていないと回
答している。残りの 1ヶ所は、平成 3年
に医師会と協議して、注射針は市町村で
受け入れずに医療機関で受け入れるとい
う対応を取っていると回答している。 
・ 注射針以外の廃棄物の受け入れについ
て、1ヶ所の市町村で注射針同様、CAPD
バッグも市で受け入れずに、平成 15年に
医師会と協議して医療機関で受け入れる
という対応を取っていると回答してい
る。残りの 1ヶ所の市町村は、注射針同
様、残薬も規則に基づいて平成 6年から
受け入れていないと回答している。 

③ 在宅医療
廃棄物の受
入状況［表 6
を参照］ 

・ 在宅医療廃棄物のうち、注射針について
は、市町村 A～Cのうち、2ヶ所が積極的な
受け入れを行っておらず、かかり付けの医療
機関に持ち込めない患者等に限定した対応
にとどまっている。また、患者を限定して注
射針を受け入れている 2ヶ所の市町村のう
ち、1ヶ所は注射針のみを対象としており、
もう1ヶ所は注射針に加えて注射筒までを対
象としている。 
・ 注射針や注射筒を含む全ての在宅医療廃
棄物について、患者を限定せずに受け入れて
いるのは 1ヶ所の市町村のみであった。 
・ 注射針、注射筒以外の廃棄物は、市町村 A
～Cの 3ヶ所がともに、患者を限定せずに受
け入れていた。 
・ 在宅医療廃棄物の回収は、全ての市町村が
ステーション回収により行っており、市の施
設に持ち込んだ場合に受け入れるという対
応は取っていない。 

・ 注射針については、市町村 D、Eとも
に、受け入れていない。 
・ プラスチック製の廃棄物については、1
ヶ所の市町村がCAPDバッグを受け入れ
ていないほかは、市町村 D、Eともに感
染性のないものに限り受け入れるという
対応を取っている。1ヶ所の市町村では、
プラスチック製の廃棄物が新たに排出さ
れる（収集作業員が発見する）都度、個
別に安全性を確認し、針等の鋭利な部分
がないものであること、血液が付着する
ようなものでないことを確認した上で、
受け入れると回答している。 
・ 紙おむつ、脱脂綿・ガーゼについては、
市町村 D、Eともに受け入れていると回
答している。 
・ 残薬については、市町村 D、Eのうち
1ヶ所が受け入れており、1ヶ所が受け入
れていない。 
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調査対象 
 

調査項目 
在宅医療廃棄物を全て受け入れている 

市町村（A～C） 
在宅医療廃棄物を受け入れていない 

市町村（D、E） 
④ 受入前提
（受け入れて
いない場合
は、受け入れ
ない廃棄物の
処理の受け
皿、処理する
ための仕組
み）［図 2を
参照］ 

・ 注射針の受け入れについて、患者を限定し
ている 2ヶ所の市町村はともに、患者からの
問い合わせに対して、まず、かかり付けの医
療機関に持って行くよう指導し、病状や医療
機関の対応等、何らかの事情によりかかり付
けの医療機関に持ち込めない場合に市での
受け入れを検討するとのことであった。 
・ さらに 2ヶ所の市町村のうち、１ヶ所は、
医療機関に持ち込めないという条件に加え
て、患者が感染症に罹っていない等、排出さ
れる注射針が感染性を有するおそれが無い
ことを確認してから受け入れるという対応
を取っている。 

・ 市町村で受け入れない廃棄物について
は、市町村 D、Eのうち 1ヶ所が、医師
会と協議して、医療機関で受け入れると
いう対応を取っている。残りの 1ヶ所は、
医療機関に持ち込むように周知している
が、医師会や医療機関とは特に調整して
いないと回答している。なお、後者につ
いては、医師会、医療機関との協議は行
っていないが、注射針が医療機関で受け
入れられているという事実確認は行って
いるとのことであった。 

⑤ 受入条件
（受け入れな
い廃棄物につ
いては、受け
入れを可能に
するために必
要な条件）［表
6を参照］ 

 

・ 注射針は、市町村 A～Cがともに耐貫通性
のある容器に入れるということを受入条件
としている。容器の種類については、いずれ
の市町村も、耐貫通性の容器であればどのよ
うな容器でも良いという対応であった。 
・ 注射針の受入条件は、市町村A～Cのうち、
1ヶ所が注射針のみに適用しているのに対し
て、残りの 2ヶ所は注射針に加えて注射筒に
ついても耐貫通性のある容器に入れるとい
う受入条件の対象としていた。 
・ 容器に入れた注射針は、市町村 A～Cのう
ち2ヶ所がその他の廃棄物と一緒に袋に入れ
て受け入れている。残りの 1ヶ所は容器に注
射針が入っていることを表示した上で、他の
廃棄物とは混合せずに収集している。 
・ 紙おむつの受け入れについては、市町村 A
～Cのうち、1ヶ所が汚物の除去を受入条件
としており、残りの 2ヶ所は受入条件を設け
ていない。 
・ 上記以外の在宅医療廃棄物については、市
町村 A～Cともに特に受入条件を設けずに、
他の一般廃棄物と一緒に袋に入れた状態で
受け入れている。 
・ 針刺し等の事故防止対策としては、2ヶ所
の市町村が受入条件の徹底を挙げており、市
町村A～Cともにそれ以外の対策は講じてい
ない。 

・ 感染性を有するおそれのある廃棄物を
安全に回収する方法については、市町村
D、Eともに、現行のステーションでは
不可能であり、戸別回収等の新たな回収
方法が必要であると回答している。しか
し、市町村 D、Eともに予算の関係から
戸別回収は行えないと回答している。 
・ 100%感染性が無いということが保証
できるものであれば、現行のステーショ
ン回収により受け入れることは可能であ
るが、感染性のおそれのある廃棄物を受
け入れることはできないという回答もあ
った。ステーション回収の場合、誰が排
出した廃棄物であるという特定ができ
ず、感染性の有無を判断するのは難しい。
ある患者が排出した場合は感染性のおそ
れはないが、同じものを別の患者が排出
した場合に感染性のおそれがあるという
ことであれば、受け入れることはできな
いとのことであった。 

⑥ 在宅医療
廃棄物に関
する事故、ト
ラブル等 

・ 医療関係の廃棄物による事故については、
市町村 A～Cのうち、2ヶ所が生じたことが
ないと回答している。残りの 1ヶ所は過去に
医療機関から受け入れた廃棄物による針刺
し事故が生じたことがあると回答している。
・ 在宅医療廃棄物に関するその他のトラブ
ルは、在宅医療廃棄物が収集ステーションに
出された場合に、医療機関から排出された廃
棄物ではないかということで、住民や収集作
業員から連絡が入ることがあるとのことで
あった。 

・ 廃棄物の収集時の事故については、市
町村 D、Eともに針刺し事故が生じたこ
とがあると回答している。このうち 1ヶ
所の市町村では、在宅医療に使用された
注射針（インスリン用）による事故であ
ると回答している。 
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調査対象 

 

調査項目 
在宅医療廃棄物を全て受け入れている 

市町村（A～C） 
在宅医療廃棄物を受け入れていない 

市町村（D、E） 
⑦ 在宅医療
廃棄物に関
する問い合
わせ 

・ 在宅医療廃棄物に関する問い合わせは、市
町村A～Cともにそれほど多くないと回答し
ている。 
・ 問い合わせの内容は在宅医療廃棄物を受
け入れてもらえるのか、どのように排出した
ら良いのかというものであった。 
・ 上記以外の問い合わせとしては、収集ステ
ーションに出された廃棄物が医療機関から
のものではないかというものであった。 
・ 問い合わせは患者本人よりも、医療機関や
薬局、メーカー等、第 3者が患者の代わりに
問い合わせてくるケースが多いという回答
もあった。 

・ 在宅医療廃棄物に関する問い合わせに
ついては、市町村 D、Eともに、それほ
ど多くないと回答している。 
・ 問い合わせが多い内容としては、市町
村 D、Eともに、CAPDバッグ等のビニ
ールバッグ類が収集ステーションに出さ
れることによる収集作業員からの照会で
あると回答している。 

⑧ 在宅医療
廃棄物を受
け入れる場
合の障害、問
題点 

・ 在宅医療廃棄物の受け入れについては、市
町村 A～Cのうち 2ヶ所が、在宅医療廃棄物
による事故の発生や収集量の増加等に伴い、
将来的には現状の方法による収集を見直す
ことが必要になるのではないかと回答して
いる。 
・ 一般家庭から感染性のおそれのある廃棄
物が排出されること自体が問題であると回
答する市町村があった。 
・ 処理の現場では在宅医療廃棄物に関する
正しい知識が不足しているため、感染性のお
それのない廃棄物を処理する際にも不安を
抱いてしまうという回答があった。 

・ 在宅医療廃棄物を受け入れる場合の障
害、問題点については、市町村 D、Eと
もに、在宅医療廃棄物の感染性を挙げて
いるほか、1ヶ所の市町村が注射針等の
鋭利な形状を挙げており、在宅医療廃棄
物の危険性が障害、問題点であると回答
している。また、安全性を確保した上で
収集する方法としては、戸別回収が挙げ
られるが、処理コストの問題から、不可
能であり、現行の方法で安全性を確保す
るためには、受け入れる廃棄物を制限す
る以外にないとのことであった。 
・ 市町村 D、Eともに、収集作業員の安
全性の確保は最優先課題であり、事故の
おそれのある方法を取り入れることはで
きないと回答している。 

⑨ 在宅医療
廃棄物の処
理の在り方 

・ 在宅医療廃棄物の処理については、廃棄物
処理法で一般廃棄物に該当するため、市町村
での受け入れや受入態勢の整備等の対応を
市町村が行うべきであるという意見を市町
村 A～Cともに持っている半面、同時に、感
染性のおそれがある在宅医療廃棄物は医療
関係者で処理するか、回収の窓口となっても
らいたいと回答している。 
・ 感染性のおそれのある廃棄物と非感染性
廃棄物を区別して検討し、感染性のおそれの
無い廃棄物については引き続き市で対応し、
感染性のおそれのある廃棄物については医
療関係者を中心に対応するような仕組みが
望ましいという意見があった。 
・ 医療関係者による取り組み、医療関係者を
窓口とした産業廃棄物処理のルートを利用
する場合に、法的には一般廃棄物であるた
め、進めにくい面があるという意見や、在宅
から排出されるものであっても、感染性のお
それのあるものについては感染性一般廃棄
物として法の中で位置付けるべきであると
いうような、法制度の改善を望む意見もあっ
た。 

・ 在宅医療廃棄物の処理の在り方として
は、市町村 D、Eともに、医療機関、薬
局等の医療関係者による処理が望ましい
と回答している。また、このうち 1ヶ所
の市町村では製造者責任の観点からメー
カーによる回収を求める意見があった。
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調査対象 

 

調査項目 
在宅医療廃棄物を全て受け入れている 

市町村（A～C） 
在宅医療廃棄物を受け入れていない 

市町村（D、E） 
⑩ 在宅医療
廃棄物によ
る焼却炉等
への負荷 

・ 在宅医療廃棄物による焼却炉への負荷に
ついては、市町村 A～Cともに、受入量が少
ないために特に留意していないと回答して
いる。 

－ 

⑪ その他 ・ 在宅医療廃棄物への取り組みを検討する
に当たり、患者のプライバシーを十分に配慮
するべきであるという意見があった。また、
患者のプライバシーへの配慮から十分な取
り組みが行いにくいという意見もあった。 

－ 

 
 

在宅医療廃棄物（注射針等）在宅医療廃棄物（注射針等）

市町村Ｂ市町村Ａ 市町村Ｃ

医療機関へ持ち込めない医療機関へ持ち込めない 医療機関へ持ち込めない医療機関へ持ち込めない

感染症に罹患していない感染症に罹患していない

容器に入れる容器に入れる

表示する表示する

ステーション回収ステーション回収
（分別収集）（分別収集）ステーション回収（混合収集）ステーション回収（混合収集）

 
図 2 市町村 A～Cによる注射針等の在宅医療廃棄物の受入手順 

 
表 6 在宅医療廃棄物の種類別の受入状況、受入条件等 

在宅医療廃
棄物の
種類

市
町
村
Ｄ

受入
状況

対応

市
町
村
Ｅ

受入
状況

対応

注射針 注射筒
ＣＡＰＤ
バッグ

その他ビ
ニールバッ
グ類

チューブ・
カテーテ
ル類

紙おむ
つ

脱脂綿・
ガーゼ

残薬

×× ××△△（感染（感染

性があるこ性があるこ

とが判明しとが判明し
た場合は受た場合は受
け入れない）け入れない）

△△  （感染性があることが判明した場合は（感染性があることが判明した場合は

受け入れない）受け入れない）
医療機関医療機関
（医師会と（医師会と
調整）調整）

医療機関医療機関
（医師会と（医師会と
調整）調整）

××

医療機関医療機関
等等（医師会（医師会

等とは未調等とは未調
整）整）

△△
（感染性がないこと、針が付いて（感染性がないこと、針が付いて

いないことを確認）いないことを確認）

△△
（汚物の除（汚物の除

去）去）

○○

××

○○

医療機関医療機関
等等（医師会（医師会

等とは未調等とは未調
整）整）

ヒアリ

ング対象

市町村Ａ ○○△（容器）△（容器）

△△（汚物（汚物

の除去）の除去） ○○○○△（容器）△（容器）

△△

（容器＋表示）（容器＋表示）
○○市町村Ｃ

市町村Ｂ

 
凡例 ○：受け入れる △：一部受け入れる、または条件付きで受け入れる 

×：全て受け入れない



 

 
２） 市町村における針刺し事故に関するヒアリング調査結果（市町村 F） 
・ 市町村 Fにおいて、昭和 63年から平成 9年までに一般廃棄物の収集時
に生じた針刺し事故の件数は 90件である。 
・ 上記 90件のうち、昭和 63年から平成 3年に起こった針刺し事故が 61
件（年平均約 15.3件）であるのに対して、平成 4年以降は 29件（年平均
約 4.8件）である。 
・ 平成 3 年以前は医療機関から注射針を一般廃棄物として排出しても良
いこととなっていたために、上記 90件の針刺し事故のうち約 27%が医療
機関により排出された注射針により生じており、約 65%は排出者が不明
である。なお、医療機関が排出した注射針による針刺し事故は、平成 3年
に廃棄物処理法の改正があったため、平成 3年を境に減少している。 
・ 事故時の注射針の荷姿は、約 92%がビニール袋に入った状態で排出され
ており、約 8%が紙袋に入れた状態で排出されたものである。容器に入れ
て排出されたものによる針刺し事故は 1件も起こっていない。なお、事故
が生じた際の荷姿（ビニール袋と紙袋の割合）については、平成３年以前
と平成４年以降で特に差は見られない。 

 
 
（２）患者団体 
・ 使用済みインスリン注射器（注射針、カートリッジ）については、医療
機関で回収されているため、患者団体では特に問題は生じていないという
回答であった。 
・ 使用済み CAPD バッグについても、以前までは市町村で受け入れられ
ない等による問題はあったが、最近はほとんどが市町村で回収されており、
患者団体では特に問題は生じていないという回答であった。 
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（３）医療関係者（医療機関、薬剤師会、薬局、訪問看護ステーション） 
医療機関、薬剤師会、薬局、訪問看護ステーションへのヒアリング調査結果を以下に示す。 
調査対象

調査項目 医療機関 薬剤師会 薬局 訪問看護ステーション 

① 在宅医療廃棄物
の回収状況［表 7
～9を参照］ 

・ 在宅自己注射の注射針、カートリ
ッジ（または注射筒）、脱脂綿・ガ
ーゼ、血糖測定用の穿刺針や試験紙
等については、ヒアリングを行った
全ての医療機関が患者・家族の持参
により受け入れている。 
・ 訪問診療は 4ヶ所中 2ヶ所の医療
機関が実施しているが、このうち 1
ヶ所では、訪問診療で医師が使用し
たものは医師が全て持ち帰ってい
る。もう 1ヶ所の医療機関は、訪問
診療で医師が使用したもののうち、
注射針のみを持ち帰っており、注射
針以外の廃棄物は患者が一般廃棄
物として排出している。 
・ 患者が医療機関に持ち込む注射
針、一般廃棄物として排出している
プラスチック製の廃棄物等につい
て、1ヶ所の医療機関が、医師が訪
問時にたまっているものを回収す
ることがあると回答している。 
・ 訪問看護は 4ヶ所中 3ヶ所の医療
機関が実施している。このうち 1ヶ
所は所属の看護師による訪問看護、
2ヶ所は訪問看護ステーションによ
る訪問看護である。 
・ 訪問看護により発生する廃棄物
は、訪問看護を実施する 3ヶ所の医

＜回収の仕組みについて＞ 
・ 在宅医療廃棄物の回収方法については、
ヒアリングを行った 6ヶ所中、3ヶ所の薬
剤師会で、患者が薬局まで持参した廃棄物
を一度、薬剤師会まで運搬し、薬剤師会か
ら処理業者に委託して、処理している。残
りの 3ヶ所の薬剤師会では、患者が薬局ま
で持参した廃棄物を、薬局から直接、処理
業者に委託して、処理しており、薬剤師会
では処理業者の選定等、薬局から直接、処
理業者に委託処理するための仕組み作りを
行っていると回答している。 
・ 患者・家族からの廃棄物の回収について
は、全ての薬剤師会で、薬局が回収窓口と
なっており、患者・家族への周知や患者・
家族から回収した廃棄物の数量等の管理は
薬局が行っている。 
・ 回収対象物は各薬剤師会で若干、異なっ
ているものの、全ての薬剤師会で、薬局が
販売したものということを条件として挙げ
ているほか、在宅自己注射に使用した注射
針を主な回収対象としている。 
＜法規制への対応について＞ 
・ マニフェストについては、薬剤師会を経
由して処理業者に委託する 3ヶ所の薬剤師
会は薬剤師会で、薬局から直接、処理業者
に委託している3ヶ所の薬剤師会は薬局で、
それぞれ交付している。なお、後者の中に

・ 薬局への患者・家族の
持参による廃棄物につい
ては、ヒアリングを行っ
た 3ヶ所のうち 2ヶ所の
薬局が回収している。 
・ 薬局への患者・家族の
持参による回収について
は、実施している 2ヶ所
の薬局がともに、在宅自
己注射で使用した注射
針、注射筒（インスリン
カートリッジ）を対象と
している。また、1ヶ所
では、在宅自己注射で使
用した脱脂綿・ガーゼや
血糖測定用の試験紙も回
収対象としており、もう
1ヶ所は残薬を回収対象
としている。 
・ 患者宅からの廃棄物
の戸別回収については、
ヒアリングを行った 3ヶ
所中、2ヶ所の薬局が実
施している。回収対象は、
2ヶ所の薬局がともに、
在宅自己注射以外の療法
で使用された注射針、注
射筒、ビニールバッグ類、

・ 訪問看護時に看護師が使
用したものについては、ヒア
リングを行った 8ヶ所の訪
問看護ステーションのうち、
3ヶ所が全て持ち帰ってい
ると回答しており、3ヶ所
が、看護師が使用したものの
中で注射針等の鋭利なもの、
血液が付着したものは看護
師が持ち帰るが、その他の廃
棄物は患者・家族に一般廃棄
物として排出してもらうと
回答している。また、残りの
1ヶ所は医療機関に持参等
ができない患者に限り、注射
針等の鋭利なものや血液が
付着したもののみを看護師
が持ち帰っており、もう 1
ヶ所は看護師による廃棄物
の持ち帰りは一切行ってい
ないと回答している。 
・ 患者を限定して廃棄物を
回収している訪問看護ステ
ーションと廃棄物の回収を
行っていない訪問看護ステ
ーションでは、看護師が持ち
帰らない廃棄物は、廃棄物の
種類に応じて、患者・家族が
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調査対象
調査項目 医療機関 薬剤師会 薬局 訪問看護ステーション 

療機関で看護師が持ち帰っている。
なお、訪問看護ステーションにより
訪問看護を実施している 2ヶ所の医
療機関は、訪問看護ステーションか
ら廃棄物を受け入れる形となる。 
・ 看護師が持ち帰る廃棄物は、3ヶ
所の医療機関のうち 2ヶ所が、訪問
看護で看護師が使用したものは看
護師が全て持ち帰っている。残りの
1ヶ所の医療機関は、訪問看護で看
護師が使用したもののうち、注射針
のみを持ち帰っており、注射針以外
の廃棄物は患者が一般廃棄物とし
て排出している。 
・ 患者が医療機関に持ち込む注射
針、一般廃棄物として排出している
プラスチック製の廃棄物等につい
て、1ヶ所の医療機関が、看護師が
訪問時にたまっているものを回収
することがあると回答している。 

は、処理業者に交付したマニフェストの写
しを薬剤師会にも送付し、処理業者からの
終了報告は薬剤師会を経由して薬局に返る
仕組みとしているところもあり、薬剤師会
でもマニフェストにより処理終了を確認し
ているとのことであった。 
・ 処理業者との委託契約については、4ヶ
所の薬剤師会で、個々の薬局が処理業者と 2
者契約を締結していると回答している。ま
た、2ヶ所の薬剤師会では、参加薬局の連名
または薬局からの委任状により、薬剤師会
が一括して、処理業者と委託契約を締結し
ている。 
・ 処理業者に委託した廃棄物の数量等の管
理、帳簿の管理については、薬剤師会を経
由して処理業者に委託している場合は薬剤
師会で、薬局から直接処理業者に委託して
いる場合は薬局で、それぞれ行われている。
・ 特別管理産業廃棄物管理責任者について
は、5ヶ所の薬剤師会が個々の薬局で設置し
ていると回答している。しかし、法で定め
る「医療関係機関等」に薬局が該当しない
ことから、市町村と協議して、特別管理産
業廃棄物管理責任者を設置していないと回
答する薬剤師会もあった。 

チューブ・カテーテル類
としており、新しい製品
を配達する際に、使用済
みのものを回収するとの
ことであった。 

医療機関に持参、または訪問
医に手渡してもらうか、一般
廃棄物として排出してもら
っていると回答している。な
お、この 2ヶ所の訪問看護
ステーションはいずれも民
間立である。 
・ 患者が医療機関に持ち込
む注射針、一般廃棄物として
排出しているプラスチック
製の廃棄物等、訪問看護時以
外に発生した廃棄物につい
て、2ヶ所の訪問看護ステー
ションでは、看護師が訪問時
にたまっているものを回収
することがあると回答して
いる。それ以外の訪問看護ス
テーションでは、訪問看護時
以外に発生した廃棄物の看
護師による持ち帰りは行っ
ていない。 
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調査対象
調査項目 医療機関 薬剤師会 薬局 訪問看護ステーション 

② 回収後の廃棄物
の処理及び処理費
用の負担 

・ 回収後の廃棄物については、
全ての医療機関が、医療機関か
ら産業廃棄物処理業者に委託
して処理しており、処理費用は
全て医療機関が負担している。

・ 回収後の廃棄物の処理費用に
ついては、薬局から直接、処理業
者に委託する方法を用いている 3
ヶ所の薬剤師会では、薬局が処理
費用を負担している。 
・ 薬剤師会を経由して処理業者
に委託して処理している 3ヶ所の
薬剤師会のうち、2ヶ所が薬剤師
会で、1ヶ所が薬局で処理費用を
負担している。 

・ 回収後の廃棄物の処理につい
て、在宅自己注射関連製品を患
者・家族の持参により回収してい
る 2ヶ所の薬局では、薬剤師会に
持参し、薬剤師会から産業廃棄物
処理業者に委託していると回答し
ている。 
・ 患者・家族からの持参により残
薬を回収している薬局では、在宅
自己注射関連製品は薬剤師会で処
理しているが、残薬は薬局から産
業廃棄物処理業者に委託して処理
している。 
・ 患者宅より戸別回収した廃棄物
については、実施している 2ヶ所
の薬局がともに、薬局から産業廃
棄物処理業者に委託して処理して
いると回答している。 
・ 処理費用の負担については、薬
剤師会が産業廃棄物処理業者に委
託する場合は薬剤師会の負担、薬
局が産業廃棄物処理業者に委託す
る場合は薬局が負担している。 

・ 看護師が持ち帰った廃棄物に
ついては、医療機関立の 3ヶ所の
訪問看護ステーションでは、当該
ステーションを設立した医療機
関に廃棄物を持ち込んでおり、医
療機関から産業廃棄物処理業者
に委託して、処理している。 
・ 医療機関立以外の訪問看護ス
テーションのうち、廃棄物の回収
を行わない1ヶ所を除いた4ヶ所
の訪問看護ステーションのうち、
1ヶ所では、看護師が持ち帰った
廃棄物は患者が受診する医療機
関に持ち込んでいる。また、訪問
看護ステーションから産業廃棄
物処理業者に委託処理している
が 2ヶ所、持ち込みに応じてくれ
る医療機関には持ち込んで、応じ
てくれない医療機関の分の廃棄
物は訪問看護ステーションから
産業廃棄物処理業者に委託して
処理しているというのが 1ヶ所
であった。 

③ 患者・家族等へ
の周知 

・ 患者・家族への周知について
は、全ての医療機関が口頭によ
り、行っている。 
・ 周知の内容は、廃棄物の持ち
込み先（医療機関、市町村）に
関する内容や医療機関に持ち
込む場合の荷姿（容器）に関す
る内容である。 

・ 薬局への周知については、全て
の薬剤師会が、参加薬局への説明
会を開催して、回収の流れや法規
制に関する説明を行ったと回答
している。 
・ 患者・家族への周知について
は、複数の薬剤師会で、薬局の店
頭に掲示する看板や薬局で患
者・家族に周知するためのパンフ
レット等を薬剤師会で作成した
と回答している。 

・ 患者・家族からの持参による回
収については、実施している 2ヶ
所の薬局ともに店頭で口頭により
周知していると回答している。 
・ 戸別回収については、実施して
いる 2ヶ所の薬局で、チラシを作
成して、患者・家族に周知してい
る。周知内容は、廃棄物の種類ご
との受入条件等、廃棄物の取り扱
いに関する内容である。 

・ 患者・家族への周知について
は、全ての訪問看護ステーション
が口頭により、行っている。 
・ 周知の内容は、廃棄物の持ち込
み先（医療機関、市町村、訪問看
護ステーション）に関する内容、
家庭内での保管方法に関する内
容、医療機関に持ち込む場合や市
町村に排出する際の荷姿（容器
等）に関する内容である。 
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調査対象
調査項目 医療機関 薬剤師会 薬局 訪問看護ス

テーション 
④ 患者・家族が持
参する場合の容器

・ 医療機関に持ち
込む際の容器につ
いては、全ての医
療機関が、患者・
家族で用意してい
ると回答してい
る。容器は医療機
関が耐貫通性のあ
るものとしている
ため、空き缶や空
き瓶、プラスチッ
ク製の容器が多く
使用されている。 

・ 患者・家族が薬局に廃棄物を持参する際の容器につい
ては、全ての薬剤師会が耐貫通性のある容器としてい
る。 
・ 容器については、薬局から処理業者に直接委託処理し
ている 3ヶ所では、薬局または処理業者が容器を用意し
ている。また、薬剤師会経由で廃棄物を委託処理してい
る 3ヶ所のうち 1ヶ所は薬剤師会が専用の容器を用意し
ており、残りの 2ヶ所は薬局が用意した容器に貼り付け
るラベルを薬剤師会が作成し、薬局に配布している。 

・ 患者・家族が薬局に廃棄物を持参する際の
容器については、実施している 2ヶ所の薬局
がともに、耐貫通性のある容器としている。
このうち 1ヶ所は、薬剤師会が用意した容器
を患者・家族に配布しており、もう 1ヶ所は
患者・家族が容器を用意すると回答している。
・ 戸別回収に使用する容器については、実施
している 2ヶ所の薬局のうち、1ヶ所がビニー
ル袋を使用すると回答しているのに対して、
もう 1ヶ所は大型のプラスチック製容器を患
者宅に配布し、回収時に使用すると回答して
いる。なお、薬局で回収した廃棄物を産業廃
棄物処理業者に委託する際には、2薬局とも
に、大型のプラスチック製容器を使用してい
る。 

－ 

⑤ 回収を始めた動
機、経緯及び回収
の仕組みを構築す
る上で特に工夫、
苦労した事項 

・ 3ヶ所の医療機
関が患者からの要
望や患者の利便性
等を考慮して、自
主的に回収を始め
たと回答してい
る。また、1ヶ所
の医療機関では、
インスリン自己注
射針が医療機関内
のゴミ箱に捨てら
れていたころがあ
り、これを契機に
回収を始めたと回
答している。 

・ 在宅医療廃棄物の回収を始めた動機については、自主
的に回収を始めたところが 3ヶ所であり、残りの 3ヶ所
は市町村や医療機関からの要望により回収を始めてい
る。 
・ 回収のための仕組みの検討については、全ての薬剤師
会が、半年近い期間を要している。 
・ 回収の仕組みを構築する上で特に工夫した事項につ
いて、薬剤師会を経由して処理業者に処理委託している
3ヶ所の薬剤師会では、薬局での事務作業等の負担軽減
に配慮して、薬剤師会を経由する仕組みを構築したと回
答している。 
・ 薬局から直接、処理業者に処理委託している 3ヶ所の
薬剤師会では、廃棄物処理法上の規制、廃棄物の移動に
よる感染のリスク等を理由に、薬局から直接、処理業者
に委託するという仕組みを構築したと回答している。 
・ 回収を行う上でのコスト削減や広報活動等を工夫し
た事項として挙げる薬剤師会もあった。 
・ 回収の仕組みを構築する上で特に苦労した事項につ
いては、全ての薬剤師会が、廃棄物処理法上を遵守でき
る仕組みを構築するのに苦労したと回答している。 
・ 処理業者の選定に苦労をしたという回答が、複数の薬
剤師会からあった。 

・ 回収を始めた動機については、戸別回収を
実施している 2ヶ所の薬局が患者・家族が困
っているからであると回答している。このう
ち、1ヶ所は市町村が回収してくれないために
患者・家族が困っていると回答しているのに
対して、もう 1ヶ所は患者・家族の負担を少
しでも軽減するために回収を始めたと回答し
ている。 

－ 
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調査対象

調査項目 医療機関 薬剤師会 薬局 訪問看護ステーション 

⑥ 在宅医療廃棄物
を回収する場合の
障害、問題点 

・ 在宅医療廃棄物の処理コス
トについては、全ての医療機
関が、院内から排出される廃
棄物と比較すると在宅医療廃
棄物の回収量が少ないため
に、問題は生じていないと回
答している。しかし、2ヶ所
の医療機関は、回収量が増え
てきた場合に処理コスト等が
問題となることを危惧する意
見を寄せている。 
・ 在宅医療廃棄物は一般廃棄
物に該当し、市町村が処理す
るべきものであるが、市町村
が受け入れないため、医療機
関で回収せざるを得ない点が
問題であると回答する医療機
関があった。 
・ 在宅医療廃棄物の回収に関
する新たな仕組みを作った場
合に、在宅患者のプライバシ
ーが問題となるのではないか
と指摘する医療機関があっ
た。 

・ 在宅医療廃棄物を回収する場
合の障害については、全ての薬剤
師会で、処理コストの負担を挙げ
ている。 
・ 在宅医療廃棄物を回収する場
合の障害について、廃棄物処理法
上の規制を挙げる薬剤師会があ
った。法規制が厳しく、法律を柔
軟に対応しないと、薬局での回収
は行えないという内容であった。
・ 針刺し事故等の危険性を障害
として挙げる薬剤師会もあった。
回収事業を実施する中で、薬剤師
の針刺し事故が生じた例もある
とのことであった。 

・ 在宅医療廃棄物を回収する
場合の障害については、薬剤師
会に廃棄物を持ち込んでいる 2
ヶ所の薬局で特に障害はない
と回答している。 
・ 在宅医療廃棄物の戸別回収
を実施している薬局のうち、1
ヶ所の薬局では、処理コストの
負担が障害になっていると回
答している。 
・ 在宅医療廃棄物全般の問題
点については、在宅医療廃棄物
が法律で定義されていないこ
とを挙げる薬局があった。ま
た、廃棄物を取り扱う際の患
者・家族の手間・負担や安全性
を問題として挙げる薬局もあ
った。 

・ 在宅医療廃棄物を回収する場合の
障害について、医療機関立の訪問看護
ステーションでは、3ヶ所がともに廃
棄物は医療機関に持ち込んでおり、処
理費用も医療機関が負担しているた
め、特に障害となることはないと回答
している。 
・ 看護師が回収した廃棄物を訪問看
護ステーションから処理業者に委託
している 3ヶ所では、回収量がそれほ
ど多くないため、現時点では処理コス
トが回収の障害とはなっていないと
回答している。しかし、将来的に回収
量が増えた場合に、処理コストの負担
が障害となることを危惧している。 
・ 感染源となり得るものを持ち歩く
ことのリスクを複数の訪問看護ステ
ーションが障害として挙げている。 
・ 患者や患者を世話する家族が高齢
であり、廃棄物処理に手間をかけられ
ない等、患者・家族だけで廃棄物を取
り扱うのは困難であるという回答が
あった。 
・ 在宅医療廃棄物の処理に関する明
確なルールが無い、在宅医療廃棄物の
処理に関する法規制が理解しにくい、
在宅医療廃棄物のうちどのような廃
棄物を留意したら良いのか、どのよう
に取り扱ったら良いのかという情報
が不足している等の回答があった。 
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調査対象
調査項目 医療機関 薬剤師会 薬局 訪問看護ステーション 

⑦ 在宅医療廃棄
物の処理の在り
方 

・ 在宅医療廃棄物は一
般廃棄物に該当し、市町
村が処理するべきもの
である、患者の利便性を
考慮した場合に最も適
切である等の理由から、
市町村が回収すること
を前提とした仕組みが
必要であるという意見
が 3ヶ所の医療機関か
らあった。中には、回収
容器等の安全対策を講
じれば市町村でも回収
は可能ではないかと回
答する医療機関もあっ
た。 
・ 一般廃棄物、産業廃
棄物の枠にとらわれず、
医療機関での回収も含
めて、最も安全な方法に
よる回収が望ましいと
いう意見があった。 

・ 在宅医療廃棄物の処理の在り方については、ほとん
どの薬剤師会が、薬局による回収（または回収窓口と
なること）が望ましいと回答している。薬局は、医薬
品の提供者という立場から提供した製品が廃棄物とな
った場合に、安全に回収する義務があると考えており、
回収した廃棄物を安全に取り扱うための衛生管理の知
識も有しているとのことであった。中には、在宅医療
廃棄物の回収は薬局等の医療従事者に法で義務付ける
べきであるという回答もあった。 
・ 全ての薬剤師会が薬局での回収が望ましいと回答し
ているものの、回収の義務と費用負担の義務は別問題
であり、診療報酬等、費用面での支援が必要であると
回答している。 
・ 半数以上の薬剤師会が、市町村が回収に取り組むべ
きであるという回答をしている。廃棄物処理法で処理
責任がある以上、市町村が取り組むべきであるという
内容であった。これに対して、安全性や患者のプライ
バシーを考慮した場合、市町村での回収は難しいとい
う回答もあった。 
・ 在宅医療廃棄物の処理については、メーカーでも取
り組むべきであるという回答が複数の薬剤師会からあ
った。 

・ 在宅医療廃
棄物の処理の
在り方につい
ては、3ヶ所の
薬局ともに、薬
局での回収が
望ましいと回
答しているも
のの、このうち
2ヶ所は市町
村での回収を
望む意見もあ
った。 

・ 在宅医療廃棄物の処理の在り方について、
在宅医療廃棄物を医療機関に持ち込んでいる
訪問看護ステーションでは、現行の方法で特
に問題はないと回答をしている。 
・ 回収窓口については、訪問看護ステーショ
ンを含めて、医療機関等の医療関係者がなる
べきであるという意見が、半数以上の訪問看
護ステーションからあった。また、回収窓口
となる代わりに、処理コストについて、診療
報酬等、何らかの形で支援して欲しいという
意見が複数の訪問看護ステーションからあっ
た。 
・ 安全対策を講じた上で市町村が回収するべ
きであるという意見や、感染性のおそれのな
いものについては市町村が回収するべきであ
る等、市町村による回収を望む意見が複数の
訪問看護ステーションからあった。 
・ 治療や看護の際に廃棄物を持ち帰るという
ことではなく、廃棄物の回収だけを目的に各
家庭を戸別回収する仕組みが最も安全である
という意見もあった。 

⑧ その他 ・ 特になし。 ・ 回収事業への薬局の参加状況については、各薬剤師
会で差があるものの、薬剤師会を経由した仕組みを構
築した薬剤師会で、普及が進んでいる傾向がみられる。
・ 自治体からの指導、調整については、全ての薬剤師
会が、回収の仕組みの構築に当たり、法的な問題点等
について自治体と協議を重ねたと回答している。 
・ 回収事業の広報活動について、自治体から協力を得
ているという回答が複数の薬剤師会からあった。また、
回収事業の費用について、一部、自治体からの補助を
受けているという薬剤師会もあった。 

・ 特になし。 ・ 医療機関立の訪問看護ステーションを利用
する患者は、当該ステーションを設立した医
療機関を受診する患者だけでなく、それ以外
の医療機関を受診する患者も利用している。 
・ 訪問看護の件数については、1日に 2～7件
であった。訪問看護ステーションに戻らずに
次の訪問先まで直行するというケースも多
く、回収した廃棄物を持ったまま次の患者宅
に訪問する等、訪問看護ステーションに戻る
まで廃棄物を持ち歩くこともあるとのことで
あった。 
・ 訪問看護の手段は、徒歩、自転車、自動車
等、多岐に渡っており、中には公共交通機関
を利用するという回答もあった。 
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表 7 医療機関における在宅医療廃棄物の回収状況 
在宅医療廃

棄物の
種類

医
療
機
関
Ａ

ヒアリ

ング対象

注射針、血
糖測定用
穿刺針

ＣＡＰＤバッグ、
その他ビニー
ルバッグ類

チューブ・カ
テーテル類

紙おむつ
脱脂綿・ガー
ゼ、血糖測定
用の試験紙

残薬、アン
プル

注射筒、自
己注射のカ
ートリッジ

持参

訪問
診療
訪問
看護

医
療
機
関
Ｂ

持参

訪問
診療
訪問
看護

医
療
機
関
Ｃ

持参

訪問
診療
訪問
看護

医
療
機
関
Ｄ

持参

訪問
診療
訪問
看護

××

××

○○○○

××

××○○ ○○ ××

－

－

××○○ ○○
○○（導尿カテ（導尿カテ

ーテルのみ）ーテルのみ） ××

××○○（訪問看護ステーション）（訪問看護ステーション） ○○（訪問看護ステーション）（訪問看護ステーション）

－

××○○ ○○

××○○ ○○ ××

××○○（訪問看護ステーション）（訪問看護ステーション） ○○（訪問看護ステーション）（訪問看護ステーション）

凡例　○：受け入れ　×：受け入れない　－：実施していない

○○

○○（所属の（所属の

看護師）看護師）

 
 

表 8 薬局における在宅医療廃棄物の回収状況 

××

在宅医療廃
棄物の
種類

薬
局
Ａ

ヒアリ

ング対象

在宅自己注
射針、血糖
測定用穿刺

針

ビニー
ルバッグ
類

チューブ・
カテーテ
ル類

脱脂綿・ガー
ゼ、血糖測
定用の試
験紙

残薬

在宅自己注
射の注射筒
（インスリン
カートリッジ）

持
参

戸
別
回
収

薬剤師会に持参薬剤師会に持参

凡例　○：回収している　×：回収していない　－：取り扱っていない

回収
状況

対応

回収
状況

対応

在宅自己
注射以外
の注射針

在宅自己
注射以外
の注射筒

××

薬
局
Ｂ

持
参

戸
別
回
収

回収
状況

対応

回収
状況

対応

薬
局
Ｃ

持
参

戸
別
回
収

回収
状況

対応

回収
状況

対応

××
○○

××
産業廃棄物処理業者に委託産業廃棄物処理業者に委託

○○

－－

××

○○

処理業者処理業者
に委託に委託

薬剤師会に持参薬剤師会に持参

○○
×× ××

○○

薬剤師会薬剤師会
に持参に持参

○○

産業廃棄物処理業者に委託産業廃棄物処理業者に委託
××

××

××

 
 

表 9 訪問看護ステーションにおける在宅医療廃棄物（訪問看護時に使用したもの）の回収状況 
在宅医療廃
棄物の
種類

訪問看護ス
テーションＡ

ヒアリ
ング対象

在宅自己
注射針、
血糖測定
用穿刺針

ビニール
バッグ類

チューブ
・カテー
テル類

脱脂綿・ガ
ーゼ、血
糖測定用
の試験紙

紙おむつ

在宅自己注
射の注射筒
（インスリンカ
ートリッジ）

凡例　○：必ず回収している　△：回収することがある　×：回収していない　－：訪問看護時には発生しない

在宅自己
注射以外
の注射針

在宅自己
注射以外
の注射筒

○○（訪問看護（訪問看護stst→→医療機関）医療機関）

残薬（麻薬
は除く）

－－

訪問看護ス
テーションＢ ○○（訪問看護（訪問看護stst→→医療機関）医療機関）－－

××（（患者→自治体）患者→自治体）

△△血液等が血液等が

付着したもの付着したもの
（看護（看護stst→→医医
療機関）療機関）

○○（訪問看護（訪問看護stst→→医療機関）医療機関）
訪問看護ス
テーションＣ

××（（患者患者
→自治体）→自治体）

－－
訪問看護ス
テーションＤ ○○（訪問看護（訪問看護stst→→医療機関）医療機関）－－ ××（（患者患者

→自治体）→自治体）

△△医療機関に持ち込め医療機関に持ち込め

ない患者（ない患者（訪問看護訪問看護
stst→→処理業者）処理業者）

××（患者→（患者→
医療機関医療機関oror
自治体）自治体）

××  （（患者→自治体）患者→自治体）
△△医療機関医療機関

に持ち込めに持ち込め
ない患者（ない患者（看看
護護stst→→業者）業者）

訪問看護ス
テーションＥ －－

××（（患者患者
→医療機→医療機
関）関）

××（（患者患者
→自治体）→自治体）

××（（患者患者
→医療機→医療機
関）関）

××（患者→自治体）（患者→自治体）
訪問看護ス
テーションＦ

○○（訪問看護（訪問看護
stst→→処理業者）処理業者）

△△血液、汚物等が付着血液、汚物等が付着
したもの（訪問看護したもの（訪問看護stst→→

処理業者）処理業者）

△△死後の処死後の処

置に使ったも置に使ったも
の（看護の（看護stst→→
処理業者）処理業者）

○○（訪問看護（訪問看護
stst→→医療機関）医療機関）

××（（患者→自治体）患者→自治体）
訪問看護ス
テーションＧ

○○（訪問看護ｓｔ→（訪問看護ｓｔ→

医療機関医療機関oror処理業者）処理業者）

△△血液等が付血液等が付

着したもの（看着したもの（看
護護stst→→医療機医療機
関関oror業者）業者）

訪問看護ス
テーションＨ

××（（患者患者
→医療機→医療機
関）関）

××（（患者患者
→自治体）→自治体）

××（（患者患者
→自治体）→自治体）

××  （（患者→自治体）患者→自治体）

××（（患者→自治体）患者→自治体）

××（（患者→自治体）患者→自治体）



 

（４）メーカー 
１） メーカーによる在宅医療廃棄物の回収 
・ メーカーによる在宅医療廃棄物の回収については、ヒアリングを行った

10社のうち 1社が回収しているという回答であり、残りの 9社は回収し
ていないという回答であった。 
・ 在宅医療廃棄物を回収している 1社は、自治体が受け入れない使用済み

CAPDバッグの回収を行っている。回収は自社ではなく、収集運搬業者に
よる戸別回収であり、回収の頻度は月に 1 回である。市町村が使用済み
CAPDバッグを受け入れてもらえない場合に、まず自治体に受け入れても
らえるようメーカーが説明をする。駄目な場合、次に医療機関での受け入
れを検討してもらう。それも駄目な場合、やむを得ずメーカーで回収して
いるとのことであった。 
・ 在宅医療廃棄物を回収していないという 9社のメーカーは、いずれも今
後の回収の予定はないということであった。回収を行っていないメーカー
のうち、半数近いメーカーは在宅医療廃棄物の回収について、過去に検討
したことがあるが、回収コスト等の問題で実現に至っていないとのことで
あった。 

 
２） 在宅医療廃棄物を回収する場合の障害 
・ 在宅医療廃棄物を回収する場合の障害（回収を実施していない理由）と
しては、ヒアリングを行った全てのメーカーが回収、処理コストの負担を
障害に挙げていた。 
・ 半数以上のメーカーが廃棄物処理法上の問題、公正競争規約上の問題を
障害として挙げていた。 

 
３） 在宅医療廃棄物の処理の問題点 
・ ほとんどのメーカーが、在宅医療廃棄物は一般廃棄物に該当し、市町村
が処理するべきものであるが、市町村によっては受け入れてもらえないこ
とがあるということを問題点として挙げていた。 

 
４） 在宅医療廃棄物の処理に望まれること 
・ 在宅医療廃棄物の処理に望まれることとして、インスリン自己注射等の
注射針を製造しているメーカーとそれ以外の在宅医療関連製品を製造す
るメーカーで意見が分かれた。 
・ 使用済み注射針については、医療機関での回収が主流になっており、ま
た安全性の観点から、注射針を製造するほとんどメーカーが医療機関によ
る回収が望ましいと回答している。 
・ 注射針以外の在宅医療関連製品を製造するメーカーからは、患者の利便
性を考慮して、市町村によるステーション回収が望ましいという回答であ
った。 
・ 在宅医療廃棄物の処理については、メーカーだけが取り組むのではなく、
患者も含めて、医療機関、行政、メーカーが連携した仕組み作りが必要で
あるという意見や、在宅医療の関係者全てが平等に回収コストを負担する
という仕組みが望ましいという意見があった。 
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（５）公正取引協議会 
・ 医薬品の使用済みガラスびんは医療機関の排出する産業廃棄物であり、
医療機関が処理責任を負うことが廃棄物処理法で規定されている。これを
医薬品メーカーが回収した場合、本来、医療機関が負担するべき金銭（使
用済みガラスびんの処理費）を医薬品メーカーが肩代わりすることになる
ため、公正競争規約上、問題となる。（「公取協ニュース 90号」 平成
11年 11月 医療用医薬品製造業公正取引協議会） 
・ 使用済みガラスびん以外の医療機関の排出する廃棄物をメーカーが回
収した場合、公正競争規約上、問題となる。 
・ 在宅医療廃棄物を一度、患者から医療機関や薬局が回収して､それをさ
らにメーカーが回収する場合、在宅医療廃棄物の種類を問わず、公正競争
規約上問題となる。 
・ 在宅医療廃棄物を患者が家庭から排出する場合は一般廃棄物であり、市
町村が処理責任を負う。これをメーカーが回収した場合、医療機関が負担
するべき金銭の肩代わりとはならないと考えられる。CAPDバッグ等のよ
うに、ほとんどの市町村で回収されている在宅医療廃棄物については、医
療機関等を経由せず、患者から直接メーカーが回収すれば、公正競争規約
上、問題とはならない。 
・ 注射針等、市町村が回収せずに、医療機関による回収が主流となってい
るものについては、医療機関が処理費用を負担するのが一般的であると考
えられるため、医療機関が負担するべき費用ととらえることになる（廃棄
物処理法上の費用負担の義務という考え方は適用されない）。従って、廃
棄物処理法上、一般廃棄物に該当する場合で、医療機関を経由せずに患者
から直接メーカーが回収した場合であっても、メーカーが医療機関の負担
するべき費用を肩代わりしたことになり、公正競争規約上、問題となる。 
・ 上記で示される公正競争規約上の見解について、例えば、ある地域で、
医療機関も市町村も在宅医療廃棄物を回収しないという場合であっても、
注射針等、全国的に医療機関による回収が一般的となっているものについ
ては、それをメーカーが回収すると公正競争規約上、問題となる（特定の
地域に限りメーカーでの回収を認めることは不可能である）。 
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図 3 在宅医療廃棄物の処理に関する公正競争規約上の規制 
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